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令和３年度第１回米子市社会福祉審議会議事録

令和４年３月２２日 午後６時３０分開会
オンライン会議
（傍聴…ふれあいの里２階 機能訓練室）

１ 開会

２ 会議の成立宣言

委員１０人中９人出席につき、米子市社会福祉審議会条例第５条第３項の
規定に基づき、会議成立

３ 会長及び副会長の選任

（石谷主任）
米子市社会福祉審議会条例第５条第１項では、会長が議長となると定められ

ておりますが、この度、新たに委員を委嘱させていただいていることから、現
時点では会長が決まっておりませんので、ここまでは、事務局の方で進行をさ
せていただきます。
米子市社会福祉審議会条例第４条第１項の規定により、当審議会には、委員

の互選により、会長、副会長を１名ずつ置くこととなっております。
それでは、立候補いただける方がございましたら挙手をお願いいたします。
無いようですので、事務局の方から提案させていただいてもよろしいでしょ

うか。
（はいとの声）
（石谷主任）
それでは、会長には尾﨑委員、副会長には角南委員に前回の任期に引き続

きお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
（賛成の声）
（石谷主任）
御異議無いようですので、会長に尾﨑委員、副会長に角南委員が決定されま

した。
それでは、これ以降の議事の進行につきましては、尾﨑会長にお願いした
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いと思いますので、よろしくお願いいたします。
（尾﨑会長）
それでは、さっそく、議題に入らせていただきます。
会議の公開、非公開及び公表についてですが、本会議の内容から非公開情報

に該当するものがないことから、会議は公開とさせていただき、全文議事録を
作成し、ホームページで公表させていただくことを承諾いただけますでしょう
か。
（異議なし）

４ 議題１ 米子市重層的支援体制整備事業について

（尾﨑会長）
それでは、議題に入りたいと思います。まず、議題１の米子市重層的支援体

制整備事業について、事務局から説明をお願いします。
（山崎室長）
米子市の福祉政策課の山崎といいます。私のほうから、先ほど御紹介いただ

きましたように重層的支援体制整備事業について、今回は新たに開設をいたし
ます総合相談支援センターを中心にまず御説明をさせていただきます。よろし
くお願いいたします。そうしますと、画面を共有させていただきます。しばら
くお待ちください。では、資料に沿って説明をさせていただきたいと思います。
目次は飛ばさせてください。

こちらの資料ですけれども、事前にお配りした紙の資料にはついていないス
ライドなのですけれども、急遽追加で入れました。まず、重層的支援体制整備
事業というものについて簡単に説明をさせていただきたいと思います。社会福
祉法の中で定められた事業でございまして、今の分野ごとに相談支援の仕組み
というのは分かれているのですけれども、この既存の分野ごとに分かれている
そういう仕組みだけでは、なかなか支援が難しいケースですとか、そういった
ものも増えてきておりまして、そういったところにチームとして適切に対応し
て、伴走して支援をしていくと、そういったことを行っていくための全体的な
体制づくりというものが行政に求められております。そういったものが初めて
社会福祉法の中に規定をされたというものでございますが、大きくこの上の四
角のところに、簡単に説明を書いております。一番上のところが、各支援機関
や市役所が包括的に相談を受け止める、つまり、自分の分野を少し越えてでも
相談を受け止めるという取組ですとか、あとは受け止めた相談が単独の支援機
関だけでは対応が難しい場合は、多機関で共同して支援を行っていくというこ
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と。あとは多機関が共同で支援を行う場合は、支援の方向性を定めたプランを
作って会議に諮るということ。あとはネットワークの構築ですとか、必要に応
じてアウトリーチ、訪問支援ですとか、その人が社会から少し社会的な孤立に
ある場合などは、社会参加に向けた支援を継続的に行っていくということ。こ
れらの取組がどれか一つだけではなくて一体的に行政が行っていくと、その仕
組みづくりを行っていくというそういった事業です。ここに図が描いてあるの
ですけれども、今言ったような取組が描いてあります。ここのところに包括的
相談支援、包括的に相談を受け止める、その受け止めたものをここにつないで
いただいて、多機関協働事業なのですけれども、ここのところでいろいろなと
ころで受け止めていただいた相談を整理して、必要に応じてプランを作って、
いろいろなところと共同の支援を組み立てていくというようなもの。あと、必
要に応じて社会参加に向けた支援を行うですとか、アウトリーチ、訪問を伴う
継続的な支援を行っていくというような事業を行っていくと。この事業自体は
必須の事業ではないのです。義務化されているわけではなく、市町村の任意事
業なのですけれど、米子市ではこれに手上げをさせていただいて、令和４年度
から本格的に取り組んでいくということになっております。

次のスライドに行きます。米子市では、先ほど説明をしました重層的支援体
制整備事業につきましては、その中核的な機関として総合相談支援センターと
いうものを開設するということにしております。今日はその総合相談支援セン
ターを中心に説明をさせていただくのですけれども、今お示ししているスライ
ドは、総合相談支援センターとほかの分野ごとの相談支援機関の関係を示した
図です。簡単に説明をさせていただくと、まず、ここに困りごとを抱えた市民
の方がいらっしゃいます。その方は高齢者だとか障がい者、子ども、生活困窮、
その他、相談窓口というのは既存の相談窓口がありますので、ここに相談に行
かれるケースもありますし、新たに総合相談支援センターというものを米子市
が開設をして、ここの中にも相談の窓口を置きますので、ここに市民の方が相
談にいらっしゃることもあります。いずれにしても相談の窓口は一つ増える話
なのですけれども、どこの相談窓口であっても相談を包括的に受け止めてつな
いで、必要に応じてチームによる伴走型支援を行っていく。この一連の流れを
作っていくというお話です。もちろん、ここだけで解決できれば、それはそれ
で問題はないわけですけれども、各既存の窓口で包括的に相談を受けていただ
くというお話をしましたけれども、少し分野を越えた相談も受けた場合にここ
だけで解決は難しいですので、こういった複合的な課題ですとか、制度のもし
かしたら狭間にあるような課題などもありますので、そこはこの新たに設置を
したセンターのほうにつないでいただいて、ここが整理をしてしっかりとチー
ム支援を行っていくということです。
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この総合相談支援センターについては、もともと米子市が策定しております
「地域“つながる”福祉プラン」というものがあるのですけれども、その中でこ
の構想は掲げられておりまして、プランの中では米子市を７つのエリアに分け
て、それぞれのエリアごとにそういったセンターを作っていくという構想が掲
げられています。このたびは一つ目のセンターとして、このエリアにセンター
を開設すると、場所はふれあいの里の１階になります。この総合相談支援セン
ターの説明をするときに、我々、市民の方に説明させていただくときにこうい
った説明をしているのですけれども、このセンターというのは福祉のよろず相
談所ですという説明を我々の方はさせていただいております。

まず一つ、総合相談支援センターには、機能として総合相談窓口という窓口
を設けます。つまりは、分野を問わずどのような相談であっても受け止めます
ということをここで宣言しております。ですので、市民からの主に福祉の相談
という、福祉といっても範囲は広いのですけれども、市民の方からの分野を問
わない相談を受け止める場所、そういった意味での相談場所であるということ
が一つ。

次に、支援機関からの相談もお受けします、というふうに説明をしておりま
す。これは先ほども少し言いましたけれども、分野ごとに今相談の窓口という
のが分かれておりますけれども、各分野が少し自分の受け持ち範囲を越えて包
括的に相談を受け止めていただくということを我々お願いをしたいと思って
おりまして、ただ、そういったときにですね、受け止めたはいいけれども、そ
こだけではなかなか解決しないということがあった場合に、このセンターの方
にどうぞ御相談をいただきたいということもお願いをしているところです。

三つ目は、これは市役所の中の話なのですけれども、市役所の中にも、いろ
いろと分野ごとに課が分かれております。我々は福祉政策課ですけれども、例
えば高齢者でしたら長寿社会課ですとか、障がい者の分野でしたら障がい者支
援課ですとか、いろいろ課が分かれておりますけれども、こういった市役所の
中も横のつながりをしっかり、今はできてないところもありますので、横のつ
ながりをしっかり取って連携をしていくと。その中心となるのが総合相談支援
センターになりますので、市役所の各課からもセンターにお話をつないでいた
だくということを説明しています。

このセンターが担っていく業務の全体図といいますか、どういったことをや
っていくかということを少しまとめた図ですけれども、まず、福祉の総合相談
窓口です。どういう相談でも受けますと。
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あとは、チームで支援をしていくにあたっていろいろな関係機関の方にお願
いをして、チーム支援会議という会議を行っていくというところ、そういった
機能もセンターは持ちます。

あとは、今までは米子市の場合ですと、障がい者支援課という部署がひきこ
もりの方の相談をお受けしていたのですけれども、こういったものは今度から
は米子市の場合は新しいセンターがこういった相談をお受けしていく。

あとは、後ほどちょっと説明もありますけれども、成年後見制度の利用支援
の業務のその中核機関の役割もこのセンターが担っていきますということに
なります。

最後に、ここに地域包括支援センターというのを載せていますけれども、こ
れは今回の総合相談支援センターというのは、ふれあいの里にありますふれあ
いの里地域包括支援センターというものがあるのですけれども、それをこの総
合センターの中に包含をする形でセンターを整えております。そういった意味
で、既存の地域包括支援センターとしての業務、これも継続をしていくと、セ
ンターの中で継続をしていくということになります。

あとは、ここに制度の隙間の支援ということで、どこの分野の機関でもなか
なか支援の手が出せないといいますか、どこの制度にもどのサービスにもなか
なかあてはまらないような方、ですけれども支援が必要な方、そういった方は、
このセンターが中心となって支援を行っていくということです。これらを一体
的にセンターが行っていくということになります。一つ一つ説明をしていくの
ですけれども、少しここは簡単に説明させていただきます。まず一つ、先ほど
言いました福祉の総合相談。これは市内全域の市民の方を対象にして、基本的
にはどのような相談でもお受けすると。もちろんここでお受けして、ここで全
てがすぐ解決するということではございません。もちろん、お受けした相談は
しっかりとお話をお伺いして問題を整理して、どういったところが相談に来て
くださった方に支援が必要なのかということをしっかりと整理をした上で、必
要なところにつないでいくですとか、もしくは必要なところを呼んできていっ
しょにその方の支援を考えるですとか、そういった動き、コーディネートして
いくような動きにつながっていくことになります。

あとは支援会議、重層的支援会議の実施ということです。二つ会議の名前を
書いているのは、これは法的に少し違う会議でして、やることはあまり変わら
ないのですけれども、相談者本人さんから個人情報の共有の同意が得られる場
合と、場合によっては本人同意が得られない場合があります。例えば支援拒否
をしておられる方は、支援が必要なのですけれども本人は支援を望んでいない
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ので、なかなか本人同意が得られない、情報共有が基本的に図れないというこ
とになるのですけれど、そういった方であっても法の中で守秘義務が課されて
いる会議がありまして、それがこの支援会議なのですけれども、法の中で個人
情報の守秘義務が課されることによって情報共有ができるということと、これ
が逆に言えば本人同意がないと開けない会議、そういった二種類の会議があり
ます。両方とも基本的には、関係者同士でその世帯をどう支えていくかという
ことを検討する会議になります。

それと社会資源開発というふうに書いているのですけれども、これは既存の
サービスだとか既存の制度で支援ができれば、もちろんそこにつないでいく話
になるのですけれども、必ずしもそうとは限らないわけです。なかなか今使え
るようなものがないと。そういった場合にはやはり、ここ「あったらいいなの
実現」というふうに書いておりますけれども、必要な資源、社会資源を見つけ
てくる、もしくはなければつくる、というところまで視野に入れた取組をして
いくことになります。具体的にはこういう一例ですけれども、居場所づくりで
すとか、当事者会、家族会などそういったところの発足継続支援ですとかそう
いったことが一例かなと思っております。

一つここで事例を挙げております。これは米子市、この重層的支援体制です
とか、総合相談支援センターというのは本格的に来年度から取り組むのですけ
れども、今年度は実は試行的に取組を行っております。そういった中で、いろ
いろなケースに我々関わっているのですけれども、その中の一例です。時間の
都合上あまり細かくは説明ができませんけれども、簡単に、実際にこういった
動きをしてきましたというところで一例として挙げさせていただきます。ここ
で挙げているケースは、Ａ子さんという１９歳の方と、あとその祖母にあたる
方、おばあさんですね、８０代の方、このお二人の世帯です。ここに書いてあ
るとおりなのですけれども、このおばあさんが、この１９歳の本人に対して
日々暴言や暴行、暴力を行うということで、このＡ子さん１９歳の方がもうそ
れに耐えられなくなって、近くの派出所に相談をされたというところから、こ
ちらに話が回ってきたというケースです。その後、もともとおばあさんのフレ
イル予防の関係で包括支援センターの関わりがありましたので、そこも関わっ
て、あとは健康対策課の保健師なども関わってということで、そういった経路
で相談があったケースです。このおばあさんとＡ子さんの世帯ですけども、お
ばあさんについては暴力だとか暴言があるということなのですけれども、なか
なか会話が成立しないというか。こちらからいろいろお話をお伺いしようとし
ても、なかなか難しいということがありました。Ａ子さん自身は、食事も満足
に取れていないというような状況でしたので、至急改善の必要があるという状
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況でした。そういったことがありましたのでこれを受けて、ここが今回総合相
談支援センターとありますけども、今回の場合は福祉政策課の職員がここの役
割になったのですけれども、この世帯については複合的な課題がある。なおか
つ制度の狭間にあるというケースだというふうに判断をしまして、いろいろな
関係者を集めて、どうしようかという会議を開きました。支援方法、どのよう
にこの世帯を支援していくべきかということを、ここの福祉政策課の職員、こ
れは専門職ですけれども、ここの職員がいろいろと調整をしたと。この世帯と、
おばあさんと御本人について、関係機関で役割を決めるところまで行いました。
例えば、１９歳のＡ子さんは、おばあさんのところからまず家を出て一人暮ら
しをするということにしましたので、ではその生活保護の手続きですとか、住
居の手配ですとか、そういったことは福祉課のケースワーカーが行いましょう
と。あとは、おばあさんが一人家に残ることになりますので、そのおばあさん
については健康対策課の保健師が地域包括支援センターと一緒に訪問して、病
院に行くように勧奨しましょう、安否確認もしましょうと、そういう役割です
とか。地域包括センターもいっしょです。あとは、一人暮らしをすることなっ
たＡ子さんが住居が確保されるまでの間、とりあえずの宿泊先、一時的に入る
宿泊先が必要でしたので、そこの手配は米子暮らしサポートセンター、これ社
協さんですけれども、が行いましょうと。福祉政策課は、当面のＡ子さんが心
が落ち着くように相談を受けたり、つないだりとか、あとは全体の調整ですね。
ここを福祉政策課が行うということを、それぞれがそれぞれ役割を決めて動い
ていくということを、そういった取組を行いました。結果、結局この場合はＡ
子さんが家を出て、住居も確保されて今自立に向けて進んでいるということに
なったのですけども、引き続きフォローをしているという状況です。もちろん
完全に解決ということではないのですけれども、それぞれがそれぞれの役割の
下に動いていって、何とか今は落ち着いているという状況になっています。こ
れは一例ですけれども、このようになかなか、今までですと、もちろんいろい
ろな分野ごとの機関が連携をしていっしょに動くということはもちろん必要
に応じてあったのですけれども、それぞれがどういう役割で動くかですとか、
会議をどういうスパンで開いていくですとか、それを中心となって差配する役
割というのがなかなかなかった。それがなかなかやりにくいところが今までは
あったのですけども、今回は明確に福祉政策課がその役割を担うと。全体的な
コーディネートを行うという役割が決まりましたので、比較的そのあたりの連
携がスムーズにいったのではないかなというふうに思います。

このあたりは先ほど説明いたしましたので、少し割愛をさせていただきます。
センターの役割として、地域包括支援センターの役割が引き続きあるというこ
とです。
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あとはひきこもりの相談事例です。これはなかなか、御本人さんからの相談
もあるのですけれども、家族の方からの相談が多いと思います。ひきこもりの
方に対して相談、これについては相談をお受けして、もし可能であれば訪問で
すとか、電話・メール等で御本人さんと接触させていただくということを試み
るのですけれども、それがかなわなければ、まずは家族支援ということになろ
うかと思います。

あとは、なかなか制度にあてはまらないような問題があった場合の支援です。
一例として、例えば先ほどの事例もそうだったのですけど、先ほどの事例は１
９歳という事例でした。この年齢の１９歳というところも実は狭間の年齢でし
て、１８歳未満でしたら児童ということで、子どもの支援の担当の部署が関わ
れるのですけれども、たまたま１９歳ということで、なかなかそこも関わりづ
らいというところもあって、狭間の状態にあったわけですけれども。１８歳以
上で、例えば障がいも何もない。けれども少し心配な若者ですとか、ごみを放
置している家、ごみ屋敷というものですね。このようなものですとか、あとは
失業や病気などによる一時的な危機状況ですとか、例えばこのほかにも、障が
い者手帳を持っていないのだけれど明らかにそういった疾患が疑われるよう
な方ですとか、そういった方というのも、狭間といえば狭間なのかも知れませ
ん。そういった方の支援をいろいろな方と協力をして組み立てていくというよ
うな役割もここのセンターが担っていくことになります。

それと、役割として成年後見制度の支援です。成年後見制度利用するにあた
っての一次相談です。まずは、必ずしも成年後見制度がその世帯にとって必要
かどうかということも含めてですね、相談をお受けして、必要な支援につなげ
ていくということもあります。

駆け足で説明をしましたけれども、総合相談支援センター、一つの総合窓口
という側面も中心的な役割としてあるのですけども、それだけではなくて、や
はり、いろいろなところがチームとして相談者に伴走して支援をしていくとい
うところを組み立てていくという役割が大きいというふうに考えております。
この総合相談支援センターですけども、開所は４月１１日を予定をしておりま
す。場所は先ほど申し上げましたように、ふれあいの里１階です。このような
形でやります。人数をここに載せているのですけれども、今のところは予定で
はこういった人数でこのセンターを運営していくということになります。人数
が２２名ということで多いのですけども、これは一つは地域包括支援センター
の業務をそのまま引き継いでいきますので、その地域包括支援センターを運営
していく人員もここの中に含まれていますので、そういった意味でこの人数に
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なっております。役割分担として、地域包括支援センターがあるので、高齢者
の相談と高齢者以外の相談というものも対応していくということになります。

そうしますと最後にですね、このセンターですけども、先ほども少し言いま
したけど、米子市を７つのエリアに分けて各エリアにつくっていくということ
を構想として掲げております。今回は一つ目で、一つ目ができると同時にです
ね、もう我々としては２か所目をつくる準備といいますか、その開設に向けた
準備にとりかかる必要があるかなというふうに思っております。目標としては
ですね、令和７年ぐらいには二つ目のセンターの開設にこぎ着けたいなという
ふうに今は考えているところです。時間の関係でなかなか詳しい説明できませ
んでしたけれども、私からの説明は以上でございます。では、共有を停止させ
ていただきます。

（尾﨑会長）
説明ありがとうございます。委員の皆様から御意見、御質問ありますでし

ょうか。挙手していただいてもいいし、手挙げマークを出していただいても
いいですが、どうぞ。

（野坂委員）
ずっと今の話を聞いていて思ったところなのですけれど、まず、７つのエリ

アというのは、今の包括支援センターのあるエリアをそのように７つに組み替
えてあるのだろうと思うのですが、当初、米子市の場合、地域包括支援センタ
ーが１４あって、いろいろな経緯があって今７に集約されているのですけれど、
この７つ自体が本当にこの７つでいいのかどうかというのは、どこかで検討さ
れたのですか。

それからもう一つ、制度の狭間と言われますけれども、役所間の連携が取れ
ていないから、狭間に落ち込む住民がいるので、役所間のは狭間、役所間各課
の連携がまずできているかどうかという、それの調整をこの福祉政策課がされ
ているわけですけども、他課はこの状況をどのように、担当されているいろい
ろな課が、部署があると思うのですけど、そこはもう全部市役所の中で共有さ
れて同意されているのかどうか。この２点を教えてください。

（山崎室長）
はい、ありがとうございます。では２点、まず１点目ですね。７つのセンタ

ーの話ですけども、７つのエリアの話については、もともとこのもとになって
いる地域福祉計画、「地域“つながる”福祉プラン」という計画があるのですけ
れども、この計画をつくるときに、こちらから案としてお示しをして、その中
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で議論をいただいて決定したものです。ただ、もちろんおっしゃるように、も
ともとその地域の状況ですとか人口ですとか、文化ですとか、そういったこと
も踏まえて、とりあえずはこれで行こうというふうにはしたのですけれども、
状況に応じて、もちろんここは検討しながら慎重に進んでいくということは必
要だというふうに思っております。これが１００％これでもう絶対に動かない
ということではないというふうに考えております。
もう１点が、役所間の連携のお話です。これは誠に御指摘いただいたとおり

我々としても、ここはある意味危機感のようなものを持っております。役所も
福祉保健部という部と、今は新しく、こども総本部という子どもに特化した部
ができておりまして、そのほかにも市民の皆様から相談をお受けする部署とい
うのはいくつかあるのですけれども、そこがしっかりと連携が取れているかと
いうと、必ずしもそうはなっていないです。依然として、たらい回しという問
題は御指摘を受けております。我々としてはそこを何とか横の連携といいます
か、スムーズに活かしたいと。理念を共有して。もちろん今は道半ばですけれ
ども、そういったことに向けて、例えば庁内の職員を呼んで研修を行うですと
か、この重層的支援ですとか総合センターの取組を通じて役所も変わっていく
と。この役所が変わっていく旗振り役になっていくということは目指してやっ
て、今もやっているつもりですし、これからもやっていきます。はい、以上で
す。
（野坂委員）
先ほどもう一つの、担当でたらい回しが起きたというようないろいろな担当

がある中が、今のこういう総合相談支援センターをつくられることに関しては
省庁間でも、ではその方向でいろいろな課が進むということは同意されている
わけですね。

（山崎室長）
もちろんです、はい。全庁を挙げてこれは同意を得ているというものです。

（野坂委員）

同意されて各担当課の方々が出て、例えば膝を突き合わせて会議とかは何回
ぐらいあったのですか。

（山崎室長）
会議は、いろいろな階層ごとの会議、例えば課長補佐を集めた会議ですとか、

それ以下の係長以下を集めた会議、もしくは管理職の会議。回数は、かなりの
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回数やっております。何回というのは今出ませんけれども、話し合う、要はど
ういうふうに進めていこうかというようなことを協議する場もそうですし、あ
とは我々が中心となって行っている取組ですので説明をさせていただく場で
すとか、重層というのはこういうものだから各課がこういう役割でこれからは
動いていくというようなことをこちらから説明をさせていただいたりですと
か、そういった場をかなり、庁内の方だけではなくて庁外の方も呼んだものも
含めて積み重ねてきたというふうに思っております。

（野坂委員）

すみません。これぐらい、もしかしたらすごい鳴り物入りで、すごく市民に
はすごい課ができるなというふうな感じは受けるのですけど、まだ全然そうい
う広報とかも何にもないですよね。それだけ対応されてきて、こういう方向で
行くぞというところを見せながら、まだ何にも市民は聞いてないような感じが
するのですけど。今後、その戦略とか、あるいは逆にいろいろな課が、相談セ
ンターに任せば、あとはいいといって終わってしまったら、総合センターがパ
ンクする気がするのですけれど、そこはどう考えられますか。

（山崎室長）

誠におっしゃるとおりです。この総合センターが、いわゆる難しいケースと
いわれるものを一手に引き受けるということではないです。御指摘のとおりで
す。それをやってしまったら本当にパンクしてしまいますので。そうではなく
て、やはりいろいろなところと協力をしながら支援をしていくということ。そ
こをコーディネートしていくところがやはり一番かなというふうに思います
ので、これは支援機関だけではなくて、一般の市民の方、住民の活動をしてお
られる方ですとか、そういった方にも御協力をいただかないといけないという
ふうに思っております。そういった意味で広報というのは大変重要になってく
るというのは御指摘のとおりでして、なかなかこれは市の都合もあるのですけ
れども、新年度予算ということでお認めをいただくというのが、今回の３月議
会の中で予算をお認めていただいて本格的に進んでいくというところでござ
いますので。これから広報については、まずは広報よなご４月号に特集として
組みますけれども、といったことを皮切りに、いろいろな形で市民の皆様にま
ずは知っていただくというところは仕掛けていきたいなというふうに思いま
す。

（野坂委員）

ありがとうございました。

（尾﨑会長）
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ほかにありますでしょうか。小西さん、お願いします。

（小西委員）

小西と申します。この制度自体はすごくいい制度だと思って。これによっ

て相談者が増えて、いろいろと今まで相談窓口にもたどり着けなかった方々が
簡単にたどり着けて、解決される問題がどんどん増えていけばいいのかなと思
うのですけれど、まずこの取組がうまくいくというのは、相談者が増えて解決
される問題が増えるとうまくいく。何かそこの数値目標みたいなのが何かある
のかどうなのかというのと、どういうところが上がっていくと、この取組の成
果が出ているなというふうに判断されるものなのかというところが何かある
のかというのと、それがあると何かこういろいろな施策を、改善点の洗い出し
とかにもつなげやすいのかなと思うのですけれど。そのあたりはまず、何かお
ありかどうかというのをお聞きできればなと思います。

（山崎室長）

はい、ありがとうございます。どういったところを目安にというか、数値目
標の話だったかと思いますけども、これについては、我々としてもどれくらい
の方がいらっしゃるのがいいのかということというのは、実はかなりつかみづ
らいところもございます。正直なところ、潜在的に相談したくても相談できな
いというような潜在的なニーズを持っていらっしゃる方が果たしてどれくら
いいらっしゃるのかということも、なかなか正直つかみづらいというところは
あるのですけども、ただ数字として、今説明させていただいているのは、少な
くとも窓口のほうに新規の相談３００件くらいは１年間、いらっしゃってほし
いということは思っています。延べではないです。新規ということで、あくま
でもというふうに思っています。ただ、その３００件が果たして適切かどうか
というのは、それはまた２年目、３年目で検証が必要になってくるのかなと思
いますけれども。そういったことは今考えております。

（小西委員）

はい、ありがとうございます。すみません、もう１個いいですか。その３０
０件だとか相談者を増やすということが、まずは大事なことだということは理
解をしました。その増やすために何が必要なのか。先ほどのお話にもあったの
ですけれど、一つは、必要な人にどれだけこういう窓口があるというのが届く
かということが大事だと思うのですけれど、その中でさっき市報にという話も
ありましたけども、市報を読む人と全く読まない人も多分おられて。もちろん
市報を読む人を増やしていくことも一つ大事なことだと思うのですけど、そも
そも紙を読まない人とかに対しても、いろいろなこと考えられていると思うの
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ですけれど。例えばですけれど、こういうことはどこに相談したらいいのだろ
うというときに、例えばお年寄りは分からないですけれども、若い方ならスマ
ホで検索をして、米子で子育て相談とか、何らか検索をされると思うので、そ
の検索キーワードに応じて上のほうに出てくるとか、そういったことがあると
割と届きやすいのかなと思ったりですね。

あとは、一般の方が普段来られるような場所に、そういう何かこう、そこで
座れるとか、広報ができるといいのかなということと、あと、そういうところ
に商業施設、一般のスーパーとかに、分からないですけど相談窓口みたいな、
出張窓口みたいなものをつくって、一般の人がこういうこと何でも相談してい
いというイメージが湧くような、何かそういう体験会みたいなことを例えばし
たりとか。たぶんこれができることによって、すごく敷居は下がると思うので
すけど。ただとは言っても、ふれあいの里までわざわざ行こうと思ったら、そ
れなりに課題意識を持たないと行かないと思うので。普段一般の人がふらっと
いくようなとこにふらっと行って相談ができるような出張窓口をつくってＰ
Ｒとか、例えばですけど。そういったことも含めて幅広く民間企業との連携を
考えていただけると、市民の方々に広く伝わるということもできるのかなとい
うふうに思いました。以上です。

（山崎室長）

はい、ありがとうございました。大変貴重な御助言いただきまして、我々も
どのようにして市民の方にこのセンターのことをお届けするのか。もしくは、
例えばこんなこと相談してもいいのかなというふうに相談を躊躇される方も
もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、そういった方に、どうぞ御
遠慮なく相談に来てくださいというようなことをどうお伝えしていくのかと
いうことは本当に課題だと思います。今言われたみたいに、いろいろなところ
に御協力をいただいて、お力をお借りして、そういった方に届くような取組を
させていただくですとか、もしくは、確かに市報なんかも、市報読まれない方
もいらっしゃいますし、なかなか自治会に入っておられない方だと市報が届か
ないという方もいらっしゃると思いますので、そういった方にもお届けできる
ような形で、我々も今シティプロモーションの部署と組んで、そういった広報
活動をどのようにしていくのかということを取り組んでいますので、そういっ
た観点からも実のある広報というものにしていきたいと思います。ありがとう
ございます。

（尾﨑会長）
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そのほか、ございますでしょうか。どうぞ。

（廣江委員）

今の広報の話で、ある程度意思統一をしておかないといけないと思うのです
けれど。広報されるのはいいのですけれど、こういうセンターに相談に来られ
る方というか、そもそも相談できないです。したがらないというか、そういっ
た背景がありますし。だから、やはり本当に地域の中に入っていくような、地
域包括支援センターだとか相談員だとか地域の力だとかということで掘り起
こすという言い方、表現あまり正しくはないのかもしれませんけれど、本当に
単に何か市報でやったからオッケーだとか、何かネットでやったからオッケー
だとか、そういう話ではない話で。潜っているものをどうやって見つけていっ
て、それの解決をしていくかという話になると思いますので。そういった意味
では本当にチームワークというか、組織の力というか、職員の力というか、そ
れをしっかりサポートできるような体制を取っていくということがたぶん一
番大事なことだと思います。以上です。

（山崎室長）

はい、ありがとうございます。地域の中で相談したくても、手を挙げたくて
も挙げられない方もいらっしゃいます。ですので、例えば、地域で活動してお
られる方ですとか、包括支援センターも含めてですけれども、そういった方が
日頃から連携を取りながら、そういった声を拾っていくということ。まず、そ
こがかなり重要になってくるかなというふうに思います。はい、ありがとうご
ざいます。

（尾﨑会長）

ほかにありますでしょうか。どうぞ。

（京委員）

京と申します。よろしくお願いいたします。何点かお聞きしたいのですが。
なかなか面白い試みだなと思う一方で、先ほどのケースが多くてパンクしてし
まうような話も十分に考えられるなということも思いますが、その支援会議と
か重層的支援会議というのが先ほど名前が出てきたのですが、これの構成メン
バーと、会議の開催頻度というのはだいたいどれくらいの割合で開催しようと
いうこと考えているのかということを教えてもらえますか。
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（山崎室長）

はい、ありがとうございます。先ほどの会議のお話です。会議は、頻度とし
ては定例の会議月１回。これは毎月必ず行います。それ以外に、もちろんその
定例の会議にケースが乗せれればそこでやるのですけれども、随時相談が入っ
てきますので、そこで随時開く会議というものも想定をしております。

そのほかに参加してくださるメンバーにつきましては、定例の会議について
はコアメンバーというものを今は考えております。このコアメンバーというの
は米子市の場合ですと、福祉系の部署の職員並びに社会福祉協議会さんのほう
で生活困窮の相談を受けていただいていますので、そこの米子市社会福祉協議
会さんの職員をコアメンバーとして毎回参加していただいて、そのほかケース
に応じて、必要に応じて参加者をお願いするということを考えております。

（京委員）

ありがとうございます。そうするとたぶん相談の内容によっては緊急性を要
するようなケースというのも含まれてくると思うのですが、今のコアメンバー
の会議とか、重層的支援会議、支援会議月１回というのとかであると、その緊
急性のあるケースとかには即座に対応することが難しいのではないかなとい
うことは思うのですけれども、ここはいかがでしょうか。

（山崎室長）

そうなると、その重層会議とかそういう形式ばったものではなくて、随時の
ケース会議になると思うのです。担当者を緊急招集して、それはもちろん関係
者同士である程度事前から、こういった場合は集めるということはもちろん意
思統一しておくのですけれども、緊急的に集めるということになろうかと思い
ます。

（京委員）

そうなったときにはたぶん先ほどの事例とかだと市の関係機関の名前が
挙がっていたわけですけれども、県のほうの例えば児童相談所であったりとか、
女性相談センターであったりとか、そういう県の機関も巻き込んでというか協
力もいただきながら、そうした支援というのを検討していく必要があるのかな
というふうには思うのですが、現時点での県の相談機関等との連携の状況等に
ついて、もし進んでいるようでしたら教えていただけますか。
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（山崎室長）

はい、ありがとうございます。具体的なケースでの連携というのは今のとこ
ろはないのですけれども、例えば、ひきこもりの相談支援センターですとかそ
ういったところとは情報共有ですとか、米子市の取組について御協力いただけ
るようにお願いをしております。児相さんとは直接今絡みはないのですけれど
も、そことも当然、今後連携を図っていくということになろうかと思います。

（京委員）

これも４月から動くところですので、少し早い段階でそうした県の機関との
協力を仰ぐように、説明等もしておいていただけたらいいかなというふうに思
いました。よろしくお願いいたします。

（尾﨑会長）

どうぞ。

（角南委員）

今の京先生の御発言に少し関連するようですけれども、児童に対する要保護
児童対策地域協議会というのが存在すると思うのですけれども、そこの児童が、
先ほどおっしゃったように 19歳以降になった場合、連携などは今どのように
想定なさっていらっしゃるんでしょうか、というところが 1点と、もう 1点
が、人材育成というところを最後おっしゃったと思うのですけれども、先ほど
の事例に関しまして、心理士の立場からなのですけれども、「分からない、今
後のことが」というのは、本当にもっともだなと思いまして。と申しますのも、
やはり人は安全安心の上に、その後に信頼関係があって、それから意欲とか学
習とか自己実現とか、いろいろな要素が上乗せされていくと思うのですけれど
も、多方面から関わっていろいろなサポートを受ける一方で、情報のみではな
くて信頼関係というのをどこで築くかというところも含めまして、そのような
専門的な育成というのを今後どのように考えていらっしゃるかというところ
を少し御教示いただければと思います。

（山崎室長）

はい、ありがとうございます。まず、要対協です。要保護児童対策地域協議
会のおっしゃるとおり、１８歳までです。基本的にはです。ですけれども、そ
こを、これ生活保護も似ているのですけれども、その期間はそこが対応できる
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けども、それが終わってしまったあとのフォローについては、子どもの部署と
も話はさせていただいているのですけれども、すぐ手を放すわけではないので
すけれども、子どもの部署が、ある程度その１８歳、１９歳に近づくところか
ら一緒に動きながら、どこかの時点では総合センターのほうに移していくとい
いますか、そういったことは必要になってくるのかなというふうに思っていま
す。少し生活保護に触れたのは、生活保護も今までですと生活保護が切れてし
まったら、ケースワーカーが関われない。そうではなくて、やはり生活保護は
切れたとしても引き続き心配な方というのはいらっしゃるわけで。そういった
方への支援を途切れないようにするために、総合センターというのは制度にか
かわらず関わっていくということができますので、そこにしっかり繋げていく
ということは考えておりますし、担当者とも話をしているところです。

あと、もう１点が人材育成の話をしていただきまして、先ほどのケースでい
うと、確かに当事者の方とどういうふうに信頼関係を結んで、要は信頼関係が
ないとたぶん心の中を打ち明けてくれないというか、本当の悩みを相談してく
れないということになろうかと思います。つまりは信頼関係をもとにしてどう
いうふうに継続的に関わっていくのか、誰が関わっていくのかというところに
なろうかと思います。今回のケースは、なかなかそれがうまくいったかどうか
というのは定かではないのですけども、チームで関わっていくときには、場合
によってはこのケースにはこの方と一番信頼関係が結べているから、この方が
まず伴走していきましょうと。その伴走していく方を回りがサポートしていき
ましょうというような支援の組立ても当然あると思っています。そういった、
本人に寄り添った、いわゆる伴走をしたような継続的な支援を行っていけるよ
うに、それを目指した人材育成というのがあるのですけれども、今は例えば対
人援助の研修といいますか、本人に寄り添ってお話をお伺いするというような、
もちろん初歩的なところではあるのですけれども、心理士の先生のほうに御協
力をいただきながら、本人に寄り添った聞き取りですとか、お話の仕方ですと
か、そういったことができる能力を育てるための研修というのを。これは米子
市の場合ですと、市の福祉保健部の職員は全職員に受けさせています。本当は
全庁の全部の職員に広げたいのですけれど、これから徐々に広げていきたいと
思っていますけれども。そういった取組をしているところです。

（角南委員）
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ありがとうございます。心に傷を負っていたりという方も多数いらっしゃる
と思いますので、本当にそのあたりが充実されていかれることで継続されたり、
あるいは、そうですね、体験の中で周りの方とつながることで、すごく助けら
れたということで、そのようなよい体験がつながることで支援を含めて件数が
どんどん伸びていくというのは、すごく一つの方向かなと思いました。ありが
とうございます。

（尾﨑会長）

そのほかありますでしょうか。どうぞ。

（佐藤委員）

島大の佐藤です。重層支援体制整備事業はたぶんほかの自治体の例を見てい
ましても、今すごくしんどい状況の人たちが、今まで相談につながっていなか
った人たちが、相談につながるという意味ですごく重要な位置付けだと思うの
ですけれども、米子市さんその中で、地域福祉計画の中にあるような体制を実
現していこうとされていて、少し見通しについて教えていただきたいなと思っ
たのですけれども。地域福祉計画の中では、やはり最終的にはエリアごとの総
合相談の窓口が必要だというふうに言われているのですけれども、最初は、ふ
れあいの里の中央のところでセンターをまず開設するというふうに言われて
いるのですが、この２か所目、３か所目、４か所目となっていくまでの間とい
うのは、しばらくはこのふれあいの里の中央のほうで総合相談の窓口を強化し
て、市内全部を見ていくという形になるのか、もうその後のことを見据えてで
すね、例えば２か所目、３か所目の包括のほうに総合相談の役割を持たせてい
くような、何かそういう形にするのか。これから先どういうふうに整備されて
いくのかなというのがお聞きしたいなと思ったところです。お願いします。

（山崎室長）

総合センターの今後の見通しの話だったと思います。先ほど少し資料の中で、
令和 7年度には二つ目を開設したいというお話をさせていただいて、その後、
徐々に広げていくのですけれども、要は完成するまでの間、次ができるまでの
間につきましては、基本的には、正直に申し上げまして、次がどこというのは
まだ決っていないです。どこのところに整備をするかというところですので、
当面はその一つ目のセンターが米子市全体をカバーしていくということにな
ります。もちろん全域をカバーしていくのですけれども、既存の支援機関さん
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のほうにはもちろん連携なり協力をお願いをして、必要に応じて共に動いてい
くということに、これはお願いしていかないといけないというふうに思います。

（佐藤委員）

すみません。ありがとうございます。よく分かりました。

（尾﨑会長）

ほかにございませんか。どうぞ野坂先生、お願いします。

（野坂委員）

度々すみません。ふれあいの里にできる今度の今の２２名体制の課の件です
けど、現在ふれあいの里に、あの地区を統括する包括支援センターがあるので
すけど、そこは今何人体制ですか。

（山崎室長）

現在は、ふれあいの里地域包括支援センター１７名の方がいらっしゃいます。

（野坂委員）

その方が全部ここに出向と書いてある分ですか。

（山崎室長）

そうです。出向に来ていただくのは１８名です。ですので、社会福祉協議会
さんのほうで新たに１人雇用されて１８名にしていただいて、その１８名の方
が全員です。

（野坂委員）

分かりました。そうするとセンター長とか、何とか相談員 1名、あと支援相
談員が２名という 4名増えるぐらいですね。

（山崎室長）

はい。あとの 4名は米子市が直接雇用している職員になります。

（野坂委員）

ですね。保健師さんがいらっしゃらないのは何でですか。この中に保健師が
いらっしゃいませんよね。

（山崎室長）
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はい。

（野坂委員）

何でですか。

（山崎室長）

保健師については、まず、地区担当の保健師というのが、健康対策課に配属
をされている保健師がおります。そこをそのセンターの中に持ってくるという
ことではなくて、引き続き地区担当の保健師と連携を図りながらやっていくと
いうことを今は想定をしております。

（野坂委員）

地域包括支援センターには、各 7か所ある中に必ず保健師さん１人いらっし
ゃるのではなかったですか。

（山崎室長）

その包括の中の保健師さんということではなくて。

（野坂委員）

はい、そうです。

（山崎室長）

包括さんの中には保健師さんいらっしゃるのですけれども、包括支援センタ
ーとして必置ですので、保健師さんが。

（野坂委員）

それは、この今回できる中に、ふれあいの里の地域包括支援センターの業務
をしつつ、この総合支援センター２２名になる。では、保健師さんの立ち位置
はこの中にはどこにあるのですか。その、いらっしゃる保健師さんは。

（山崎室長）

保健師さんについては、今実際に包括支援センターの中にいらっしゃる保健
師さんについては、引き続き包括支援センターの業務はもちろんやっていただ
くのですけれども、総合相談支援センターの職員にもなられますので、そこに
は当然高齢者の相談だけではなくてそのほかの相談も入ってきますので。そう
いった場合には、そういった保健師さんも必要に応じてその支援に入っていた
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だくということになろうかと思います。

（野坂委員）

では、もう一つ別の話をします。ふれあいの里の包括支援センターの現在の
予算と今度できる総合のセンターの予算でいって、どれくらい増額になるので
すか、年間で。

（山崎室長）

今だいたい包括支援センターさんに今委託を出しておりますので、委託の金
額が、今手元に資料がないですけども、だいたいで４，６００万ぐらいだと思
います。これは委託の金額です。これが直営になると、単純にこれ市の職員と
かも含めてですけれども、市の職員の人件費等も含めると１億を少し出るぐら
いの金額になります。単純に予算だけを言うと。ただ、その中に、ここの重層
事業に取り組むにあたって、国から交付金等が新たに入ってくるものもありま
すし、あとは、この中には地域包括支援センターの業務を行うにあたって介護
予防プランというものをつくっていきますので、そのプランをつくる報酬も入
ってきますので、市の持ち出しとしてはそこまで何千万も増えるということで
はございません。

（野坂委員）

いや、市の持ち出しが多くなる少なくなるという話ではなくて、その４，０
００万で動いていた、そのふれあいの里の地域包括の部分でそれなりに業務を
して、介護報酬普段よりいくらか入ってくる。それは差引置いといて、４，０
００万が 1億になると、７，０００万の予算がつきますよね、結局は。この７，
０００万の予算を、では、どのように具体的にこのセンターの中で使っていか
れるのか。今の話を聞くと、現在のふれあいの里地域包括支援センター業務で
４，０００万使って、あと介護予防のケアプランをつくって、いくらかつくっ
て、プラスそのセンター長、あと相談員の人２名、何とか１名。４名プラスの
中で、あの４，０００万から１億と４,０００万いったら、６，０００万の事
業をどのように、具体的に。人は変わってないのにお金だけ出て、どうされる
のかなというのがイメージがつかめないのですけれど。

（山崎室長）

事業費の内訳はですね、ほぼ人件費です。かなりの部分が人件費です。社協
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さんから出向で来ていただく職員さん、先ほど１８名と言いましたけども。１
８名の方の人件費プラス米子市の職員４人分ですね。４人分の人件費。これで
かなりの部分を占めるということになります。あと、そのほかとしては委託料
というのがあります。委託料というのは、ひきこもりの方ですとか、なかなか
支援が届いていない方に対して訪問支援を行っていくという業務を、一部委託
に出す業務があるのですけども、そういった業務の委託料がいくらかあるので
すけれども。ただ、ほぼ人件費になろうかと思います。

（野坂委員）

例えば、そのひきこもりの件を例に取ると、ひきこもりの事案があった、で
も、この部分の担当に委託をする。この包括の、いわゆる包括というか、ふれ
あいの里、この新しい事業、センターの方は、ただコーディネートをして、そ
ういうふうに記録をして、あと会議つくって勉強をするというのに使われるだ
けですね。実際の動きとして。そうすると。

（山崎室長）

例えばひきこもりの方を例にすると、ひきこもり、ひきこもっていらっしゃ
るという一つのその方の問題もあるのですけれど、その方だけでなくておそら
く家族、世帯がいろいろな問題を抱えてらっしゃるケースというのがたぶんか
なりあると思います。そういったときには、先ほどの重層事業の話でもあった
のですけれども、そういったいろいろな課題を抱えていらっしゃる世帯の支援
というのは、一委託事業者だけで解決できるとかそういったものではなくて、
そのアウトリーチ事業者というのも一つのチームの一員として捉えて、それ以
外にも必要に応じて、それがどういった役職が必要なのかというのはケースバ
イケースですけども、その委託事業者とともにチームでその世帯を支えていく
ということになろうかと思います。

（野坂委員）

では、今現在ひきこもりの方がいて、このふれあいの里センターができてい
ない現状で、ひきこもりに対して対応をしているのは、どこがされているので
すか。ここのふれあいの里の地域包括ですか。それ以外のところの担当課です
か。

（山崎室長）
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今は米子市の場合だと、障がい者支援課が窓口になっています。ひきこもり
の相談窓口です。

（野坂委員）

その障がい者支援課は、今後どうなるのですか。ここには入ってきませんよ
ね。センターで対応するひきこもりはひきこもりだけれども、それで、そこだ
けで解決できないケースだけをこちらで取るというふうにイメージすればい
いですか。

（山崎室長）

ひきこもりのことでいうと、ひきこもりの相談の窓口というのは総合センタ
ーの方に障がい者支援課から移します。なので、一時的な相談窓口は総合相談
支援センターになります。障がい者支援課との関係につきましては、例えば今
既に障がい者支援課が関わっていらっしゃる方も何人かいらっしゃるのです
ね、ひきこもりの状態の方。そういった方は総合センターのほうに、担当替わ
りましたからセンターに引き継ぎますということではなくて、ある程度そこで
信頼関係もできていますので、既存の方については引き続き障がい者支援課さ
んのほうで関わっていっていただいて、必要に応じて総合センターのほうがバ
ックアップしていくという関わり方になろうかと思います。

あともう１点が、ひきこもりの状態にある方というのは、おそらくかなりの
場合でですね、何らかの精神的疾患を抱えていらっしゃるというケースという
のがあろうかと思います。そういった場合には障がい者支援課のお力をお借り
するというか、一緒に動いていくと。保健師も含めてです。そういったことは
当然あると思います。

（野坂委員）

はい、分かりました。

（尾﨑会長）

ありがとうございます。それでは、時間もございますので、さらにいろいろ
な質問とか御意見がありましたら、また事務局に届けていただきたいと思いま
す。それも踏まえてですね、皆様から頂いた意見を反映させるということで、
この重層的支援体制整備事業については、今いろいろ御審議していただいた内
容で承諾していただけますでしょうか。そうしましたら、皆さんうなずいてい
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ただけましたので、その意見を踏まえながら進めていただきたいと思います。
ただ、私も米子市の産業医をしていて感じていることとして、こども総本部も
必ずしもうまくいっているわけではなくて、一部の職員の過重労働、長時間労
働が非常に目立っておりますのと、この境界領域のなすりつけ合いというのも
起こっていると聞いておりますので、ぜひ評価、反省しながら、柔軟に修正し
ながらやっていただきたいと思います。

５ 議題２ 「米子市成年後見制度利用支援計画」の進捗状況について

（尾﨑会長）
そうしましたら、二つ目の議題に入らせていただきます。議題２の米子市成

年後見制度利用支援計画の進捗状況について、事務局より説明をお願いいたし
ます。
（末次主任）
画面を共有させていただきます。米子市福祉政策課の末次と申します。では

私のほうから、二つ目の議題の令和 3年度における米子市成年後見制度利用支
援計画の進捗について説明をさせていただきたいと思います。今、私が福祉政
策課のほうで成年後見制度の中核機関の職員として、計画に沿って業務を行っ
ておりまして、支援計画がいろいろと項目があるのですけれども、共有させて
いただいている資料のとおりですね、相談支援というところに今年度は注力を
して活動をして参りました。その内容を報告させていただきますと共に、来年
度の取組の予定を御説明させていただこうかと思いますのでよろしくお願い
いたします。
資料に沿って説明させていただきます。まず、この社会福祉審議会を経まし

て、米子市成年後見制度利用支援計画が令和３年３月に策定をしまして、今年
度を初年度として取組をして参りました。その内容としましては、特に相談支
援というところに特化して活動して参りました。
まず、一つ目に中核機関設置というものを挙げさせていただいております。

この中核機関は、成年後見制度の中心的な存在として位置しているものでござ
いまして、これを福祉政策課内に設置をさせていただきました。主な活動内容
としましては、１次相談窓口として相談受付を行うとともに、相談ケースの福
祉的なアセスメント及び支援の方向性の決定などを行いました。また、支援計
画の中にも記載してありますとおり、意思決定支援という観点でアセスメント
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を行うのが非常に重要でございまして、そのことを念頭に支援を行って参りま
した。
次に、中核機関が活動するにあたりまして、特に成年後見制度等を対応して

おりますと、一つの分野だけでは解決しないような、多分野に、他課にも渡る
ようなケースが非常に多くございました。その中には、どこの課がリーダーシ
ップをとってやるのかというのがなかなか定まっていないところもございま
したので、各課の横断的な連携を強化するためにチーム会議という協議体を新
たに設置させていただきました。こちらのチーム会議というのは、中核機関、
福祉政策課のほうが事務局となりまして、相談のあったケースの対応方針の決
定をしたり、福祉保健部各課の役割調整などを実施するために設置いたしたも
のでございまして、結果としまして、会議に召集をかけやすくなったという表
現にさせていただくのですけれども、各課との連携がスムーズに取れまして、
従来よりも早いスピードで支援の決定を行うとともに、あと、この成年後見制
度は成年後見制度を申し立てしたから終わりというわけではなくて、その方の
生活というのはずっと続いていくわけでございますので、そこに関しまして各
課での役割調整であったりというのを確認することができたような形でござ
います。
次に進ませていただきます。先ほど、中核機関の設置で、一次相談窓口とし

て相談を受け付けしたということでございますけれども、具体的な対応件数及
びケースの中で首長申立てによる申立てに至った件数について記載をさせて
いただいております。件数はこちら３５件というふうに書かせていただいてい
るのですけれども、これは相談件総数ではなくて、ケース数でございます。そ
の中には１ケースでチーム会議を複数回、１０回に近い形を行ったケースもご
ざいまして、相談対応という枠組み、どういう枠組みにしたらいいか分からな
いのですけど、例えばチーム会議とか本人面談と合わせまして、１００件近い
支援、相談対応を行っているような状況でございます。
では次に、令和４年度の取組予定について説明をさせていただきます。まず

３点、これ以外にも一応進めていくのですけれど、主に３点を注力して進めて
行きたいと思っております。
まず一つ目が、中核機関、今年度実施しました一次相談対応を来年度も継続

をいたしまして、意思決定支援及び福祉的アセスメントを分野横断的に進めて
行くように予定しております。
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次に、成年後見制度の受任候補者を調整し推薦する機能の強化を検討という
ところを書かせていただいております。成年後見制度を検討するにあたりまし
て、受任者、後見人・補佐人・補助人として受け持ってくださる方というのは
非常に重要なのですけれども、この方を例えばいろいろなところで、協議検討
させていただきまして、より本人に、寄り添った後見人さんを推薦できるよう
な機能を強化しようと検討しております。
最後に、三つ目ですけども、成年後見制度を適切に理解し、中核機関への相

談につながるように相談事業所を中心にして周知活動を実施するというもの
でございます。まず、この成年後見制度につきましては、首長、市長が、申立
てを行う首長申立てのほかにも、親族が行える、いわゆる親族申立てというの
があるのですけれども、首長申立てにつきましては、必ず市役所が申し立てを
行いますので、いただいた時点で、いろいろな情報収集、情報共有を行いまし
て、アセスメントを実施できるのですけれども、例えば、親族さんが自分で申
立てをする場合には、例えば、福祉アセスメントが行われずに申立てをするケ
ース等もございます。ですので、まず中核機関という存在を、特に支援中心に
関わっていただくケアマネージャーさんとかに、きちんと中核機関の存在を周
知を行いまして、中核機関へ相談がつながって成年後見制度の必要に際しまし
ては、福祉的アセスメントが行えるように周知活動を行っていこうと思ってお
ります。駆け足の説明になりましたけども、事務局からの説明は以上となりま
す。
（尾﨑会長）
ありがとうございます。今の説明について、皆様からの質問、御意見ござい

ますでしょうか。これは、制度ができて相談とか利用事例が増えているという
ことでした。

（京委員）
京です。確認なのですが、少し前の議題に戻ってしまうのかもしれないです

けれども、ここでいう中核機関というのは、今度の４月以降は総合相談支援セ
ンターのほうの機能へと移っていくというふうな理解でよろしいのでしょう
か。それとも、それとは別に、先ほど資料のほうでは、そういうふうに書かれ
ていたのでお聞きする次第なのですけれども、それともまた別で、ここでいう
中核機関は福祉政策課として動いていくという理解、どちらが、今の説明だと
センターの話が出てこなかったので、確認させてください。
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（末次主任）

大変失礼いたしました。先ほど、山崎より説明させていただきましたとおり、
センターの中にある中核機関と今説明をさせていただいた中核機関は同義で
ございます。ですので、この今、来年度の予定として中核機関として取り組む
ことにつきましては、総合相談支援センターのほうで取り組むような形になる
ということでございます。

（京委員）

ありがとうございます。そうすると、いろいろと相談されに来られる方が、
年度によって、出かける場所が違うことになってしまうということも危惧され
ますので、きちっとその辺り、やはり広報の関係かもしれないですけれども、
周知のほうしていただきますようにお願いいたします。以上です。

（末次主任）

分かりました。承りました。

（尾﨑会長）

ほかに御意見ございますでしょうか。そうしましたら、まだお気づきの点が
ございましたら、また事務局のほうにお届けください。そうしましたら、米子
市の成年後見制度利用支援計画の進捗状況は、御審議していただいた内容で承
諾いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、皆様の
意見を踏まえて、予定どおりさらによい進め方をしていただきたいと思います。

６ その他

（尾﨑会長）
今日はこの 2点の議題でしたが、そのほか、委員の皆様から何かございます

でしょうか。それから、事務局のほうから何かございますでしょうか。

（大橋部長）
すみません。皆さんこんばんは。米子市の福祉保健部長の大橋でございます。

今日は、私たちが計画しています総合支援センターと、それから成年後見制度
の利用促進計画に沿った私たちの取組について御審議いただきまして、本当に
ありがとうございました。思い起こせばですね、平成２９年に社会福祉審議会
を再構築いたしまして、足掛け５年に渡って皆さん方にはいろいろな意見を頂
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いて、担当部長としては本当によい計画や制度ができたのではないかというふ
うに、内心自負をしているところでございます。私たちがやろうとしていたの
は、「生きづらさ」というのがキーワードになる社会にあって、本当に人々が
助け合って生きていける社会をつくれないものだろうか。そして、その最前線
に私たち公務員が参加できないものだろうか、というふうに考えてつくって参
ったものであります。皆さん方、意見もありました。本当に相談センターに行
けない人たちはどうするのだ、というような声もありましたが、相談センター
をつくって、さらに地域の中に困った人を発見する早期警戒網も地域づくりの
中で用意をしていきながら、私たち米子市民が本当に、その何というのですか、
柔らかさの中で生きるに値する人生を生きていく、そういう社会をつくろうと
思っています。私事で大変申し訳ないのですけれども、実は３月末をもって、
私は退任することになりました。個人的な理由があって退任することになりま
したけれども、引き続きこの社会福祉審議会を通しまして、米子市の福祉政策
が 1歩 2 歩と前進し、米子１５万市民が幸せの中で生きていけるように、お
力添えをお願いをしたいと思います。今日は長時間にわたり、どうもありがと
うございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。

（尾﨑会長）

ありがとうございました。それでは、本日の委員会はこれをもちまして終了
したいと思います。委員の皆様には大変お忙しいところ、しかも遅くまで、積
極的な御意見をいただき、ありがとうございました。これで終わりたいと思い
ます。どうもありがとうございました。

（石谷主任）

本日はありがとうございました。以上になりますので、順次ズームから御退
出いただきますようお願いします。ありがとうございました。


